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第１１回農林水産消費安全技術センター部会 

 

日時：令和７年７月１６日（水）     

会場：農林水産省第２特別会議室     

時間：１３：３２～１６：０６      

 

 

 

議  事  次  第 

 

 １．開  会 

 ２．議  事 

  （１） 令和６年度業務実績の評価について 

  （２） 令和２年度～令和６年度の業務運営効率化に関する評価について 

  （３） その他 

 ３．閉  会 
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午後１時３２分 開会 

○髙畠総務課課長補佐 ただいまから農林水産省独立行政法人評価有識者会議農林水産消

費安全技術センター部会を開催いたします。 

 委員の皆様におかれましては、お忙しい中、本日有識者会議に御出席いただきまして、

ありがとうございました。本日の司会進行を務めさせていただきます消費・安全局総務課

調整班の髙畠でございます。今日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 さて、本日の会議ですけれども、委員６名のうち５名の方が御来省されまして、１名の

方がウェブで参加する予定になっております。 

 また、今年度は任期満了に伴いまして委員の改選がございました。熊谷委員、長田委員、

鈴木委員、小西委員が退任されまして、新たに４名の委員の先生が御就任いただきまして、

残る２名の先生は引き続き委員をお務めいただく予定になっております。 

 簡単ではございますが、本日の御参加の委員の皆様を五十音順に御紹介させていただき

ます。 

 まず、池田みづき公認会計士・税理士事務所所長の池田みづき委員でございます。 

○池田委員 よろしくお願いいたします。 

○髙畠総務課課長補佐 続きまして、東京海洋大学学術研究院食品生産科学部門准教授の

小川美香子委員でございます。 

○小川委員 よろしくお願いいたします。 

○髙畠総務課課長補佐 続きまして、法政大学経営学部教授の木村純子委員でございます。 

○木村委員 木村です。よろしくお願いいたします。 

○髙畠総務課課長補佐 続きまして、今、ちょっと接続が切れている状況ですけれども、

東京農工大学大学院生物システム応用科学府教授の豊田剛己委員がウェブ参加する予定に

なっております。 

 続きまして、東北大学大学院農学研究科教授の西田瑞彦委員でございます。 

○西田委員 西田です。よろしくお願いします。 

○髙畠総務課課長補佐 最後に、九州大学大学院農学研究院生命機能科学部門食料化学工

学講座教授の松井利郎委員でございます。 

○松井委員 松井です。よろしくお願いいたします。 

○髙畠総務課課長補佐 それでは、本日の配布資料について御案内いたします。 

 本日の資料は、当会議室にお越しの皆様には、手元にタブレットを用意しておりますの
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で、そちらを御覧いただきまして、オンラインの先生につきましては、それぞれ事前に送

付したものを御覧いただく予定になっております。 

 資料につきましては、まず議事次第のファイル、こちらの中には議事次第と配布資料一

覧、あと、委員名簿、配席図が入っております。 

 続いて、評価書案といたしまして、資料１、資料２、さらに参考資料としまして、参考

１から参考12を準備いたしております。 

 また、当日配布資料としまして机の上には配布させていただいているのですけれども、

参考５の決算報告書のポイントをまとめたものを一つと、当日配布資料２としまして、委

員の皆様から事前に頂いた御意見を取りまとめたものを机上の方に配布させていただいて

おります。 

 資料につきましては、これから御覧いただきながら、不足等がございましたら、随時お

申し出いただければと思います。 

 資料についてはよろしいでしょうか。 

 それでは、議事に入ります前に、消費・安全局総務課長の望月から一言御挨拶を申し上

げます。よろしくお願いします。 

○望月総務課長 ただいま御紹介にあずかりました消費・安全局総務課の望月でございま

す。よろしくお願いいたします。 

 第11回農林水産消費安全技術センター部会の開催に当たりまして、一言御挨拶をさせて

いただきます。 

 まず初めに、委員の皆様方におかれましては、御多忙の中、本日本会議に御参集いただ

きまして、大変ありがとうございます。また、皆様方には、日頃より食品安全行政の推進

に当たって、格別の御理解と御協力を頂いていることに対しまして、この場を借りて御礼

を申し上げたいと思っております。 

 先ほど髙畠から御紹介申し上げましたとおり、この４月に委員の改選がございまして、

４名の委員の方には新たに御就任いただき、２名の方が御留任いただいたということで、

６名の委員の方々に御議論いただくということで考えております。 

 本日は、ＦＡＭＩＣの令和６年度の実績評価、そして令和２年度から令和６年度の５年

間の業務運営効率化に関する実績評価というものについて、先生方の御意見を頂ければと

思っております。頂いた御意見につきましては、今後のＦＡＭＩＣの効率的な運営にしっ

かりと生かしていきたいと思っておりますので、是非先生方の専門的知見からの忌憚のな
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い御意見を頂ければ大変有り難いと思っております。 

 本日、長丁場の会議になりますので、是非よろしくお願いしたいと思っております。 

○髙畠総務課課長補佐 ありがとうございました。 

 ウェブで参加する予定になっていました豊田先生がアクセスされております。豊田先生、

聞こえていますでしょうか。 

○豊田委員 はい、聞こえております。すみません、途中切れてしまいましたけれども。 

○髙畠総務課課長補佐 改めて豊田先生を紹介させていただきます。東京農工大学大学院

生物システム応用科学府教授の豊田剛己委員でございます。 

○豊田委員 豊田です。遠方からすみません。失礼いたします。 

○髙畠総務課課長補佐 続きまして、独立行政法人農林水産消費安全技術センターの木内

理事長から御挨拶をお願いいたします。 

○木内理事長 いつもＦＡＭＩＣを御理解、御支援いただきまして、感謝申し上げます。

それから、今回の評価委員会に当たっては、膨大な資料を読み込みいただいて、御意見、

御質問など頂きまして、改めて感謝申し上げます。 

 今日は、昨年度の私どもの業務について報告申し上げ、御評価を頂くのですけれども、

私どもの昨年度の活動の一部を御紹介させていただきたいと思います。 

 御存じのとおり、私どもＦＡＭＩＣは、分析とか農薬などの審査での技術力、立入検査

といった現場対応力を組織力の要としております。これらの能力を最大限生かして、その

向上を図るということで、大学などとの連携、それから国際的な取組というのを昨年度は

進めました。具体的には、東北大学発のスタートアップ企業や農研機構などとの共同研究

を拡大いたしました。また、ＩＳＯ、国際標準化機構ですけれども、この食品専門技術委

員会での議決権を新たに獲得しまして、日本発の規格の国際規格化に向けた影響力を高め

たところであります。 

 技術協力の面では、カンボジアに続いて、ベトナムの政府の研究機関への技術協力や研

修生の受入れを行うなど、特に東南アジア各国との関係を拡大しております。このほか、

財務省からは財務体質強化の一環として、人件費の削減や自己収入の増加を求められてお

りまして、ＦＡＭＩＣ内でいろいろ議論を重ねて着実に取り組んでおります。 

 業務の実績を個別に見ますと、個人情報保護に関する項目でメールの誤送信によってＣ

評価となったところもございます。一方で、牛肉骨粉の迅速な検査によって飼料の流通を

円滑に再開したほか、事業者の要望に応じて肥料の試験方法の開発や農薬のＧＬＰ講習会
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を新たに行うなど、Ｓ評価やＡ評価を自己評価として付けたものもございます。総評しま

すと、ほとんどの項目で目標を達成したと考えまして、自己評価はＢといたしました。御

審議を頂きたいと思います。 

 あわせて、業務運営に係る幅広い視点から御示唆を頂ければと思います、本日はよろし

くお願いいたします。 

○髙畠総務課課長補佐 ありがとうございました。 

 それでは、早速議事に入りたいと思います。 

 本日の議題は、議事次第にありますとおり、「令和６年度業務実績の評価について」と

「令和２年度～令和６年度の業務運営の効率化に関する評価について」、この２議題がご

ざいます。まず、そのうち「令和６年度の業務実績の評価について」から進めたいと思い

ます。 

 進め方といたしましては、まずＦＡＭＩＣから令和６年度の業務実績と自己評価を御説

明いただきまして、その次に農林水産省から評価案を御説明いたします。その後、委員か

ら事前に頂いた御意見、御質問等にお答えする形で進めていきたいと思っております。 

 それでは、年度目標第１の「国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に

関する事項」から順に御説明したいと思いますので、この部分は資料１の評価書案では５

ページから69ページの部分になります。 

 それでは、ＦＡＭＩＣの企画調整部長から業務実績及び自己評価について御説明をお願

いしたいと思います。 

 なお、この部分につきましては、昨年度に引き続きまして、特筆事項であるとか標準の

Ｂ評価以外の部分について、要点をまとめて御説明いただければと思います。よろしくお

願いします。 

○田熊企画調整部長 ありがとうございます。農林水産消費安全技術センター、ＦＡＭＩ

Ｃの企画調整部長、田熊と申します。よろしくお願い申し上げます。 

 それでは、御説明の６年度評価につきまして、まずお話しする全体構成を御説明したい

と思いますので、恐縮ですが、参考11というのがございまして、相当右の方にありますけ

れども、少し御覧いただくことはできるでしょうか。 

 この中で、表紙をめくって、その次の頁の表ですが、左側が評価項目、各業務の項目と

いうことになってございます。それぞれ重要度、困難度が設けられているものがありまし

て、その次に私どもの自己評価、大臣評価があります。このページでは全部Ｂということ
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になっておりますが、次の２ページ目に進んでいただきますと、黄色でマークしたものが

出てまいります。ここはＢ以外のＡあるいはＳ、それからＣの項目について黄色でハイラ

イトにしております。 

 このページの最初のところでは、農薬関係の業務ということでスタートしておりますけ

れども、最初、左側の24という欄で一番上の欄を御覧いただきますと、右の方にポンチ絵

と書いてあります。これらはポンチ絵で整理をしているという意味になってございます。

評価書のページでは左の欄にございますけれども、このページでは28の列だけ一つ特殊に

なっておりますので、御覧いただきますと、28番の農薬の登録審査につきましては、重要

度、困難度がそれぞれ「高」ということになっておりまして、Ａということですけれども、

この部分だけ評価書の18ページで御説明いたします。そのほかはポンチ絵で御説明いたし

ますので、そのような形で私どもの自己評価の御説明をお聞き賜ればと存じます。 

 それでは、最初に、資料１、評価書の本体の方を御覧いただきたいと思います。18ペー

ジでございます。農薬の登録審査業務について、真ん中ほどの欄に自己評価ということに

なっております。この中で片仮名のアというところになりますけれども、この項目につい

ては、困難度が「高」ということで設定されておりますので、達成しますと自動的にＡと

いう形での評価になってございます。アのところにございますけれども、それぞれ審査指

示に対して６年度内に729件を報告ということになっておりますが、それぞれ詳細には細

かくは申し上げませんけれども、期限内に登録申請について処理を進めたということで、

この項目については達成度、処理率につきまして、標準処理期間内での処理ということで

は100％と目標を達成、かつ困難度が「高」ということでＡとさせていただいております。

先に農薬の方をこの資料で１か所だけ出てきますので、御説明をさせていただきました。 

 そのほかは、それぞれ要約をポンチ絵にまとめておりますので、こちらの方は参考12と

いうことになります。御覧いただきたいと思います。自己評価のプロセス評価等を行った

業務ということで、少しそれぞれの小項目について分かりやすく整理させていただいてい

るものでございます。これをページの順に追いまして御説明させていただきます。 

 まず開いて、最初の部分になりますけれども、１番として肥料関係業務の調査研究業務

というところになります。ここについては、苛酷試験法というのが少し分かりにくいかと

思いますので、簡単に御説明いたしますと、肥料原料、それから製造方法、保管条件、こ

ういったものによって肥料が影響を受けて成分量が低下するといったような問題がありま

して、肥料の事業者においては、そういった苛酷な条件下で水溶性成分が低下するか、こ
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れを測定したいということで前々から要望があったという部分でございます。この資料の

説明に入りますと、そういった苛酷試験法について、前処理方法が定められていないとい

うことで、2024年、令和６年ですけれども、肥料等試験法に収載いたしましたが、この普

及に向けて周知が必要だというのが「背景・課題」でございます。 

 「取組の内容」としては、これについて分かりやすく解説した動画を作成して、ユーチ

ューブで公開したということでございます。情報収集につきましては、動画を視聴してい

ただいた中から要望を頂きながら、試験条件を整理していった形でございます。 

 「成果・効果」のところですけれども、肥料協議会で幅広く事業者に周知ということで

112社、ユーチューブについても、それらの会社が全て見られた格好になっておりますが、

140回、こうした苛酷試験法について普及するということで、流通肥料の品質確保に貢献

していたと考えてございます。 

 また、この試験法についての改良点、追加すべき試験条件について、2025年、今年です

けれども、新しく肥料等試験法に反映予定ということでございます。 

 続きまして、２番目でございます。ここからは農薬です。農薬の再評価の審査業務とい

うことでございますけれども、特に再評価についてはミツバチへの評価充実で新しく入っ

た部分ですけれども、この円滑化に貢献したという内容でございます。 

 「背景・課題」のところですけれども、ミツバチへの影響評価ということで、この充実

のために2021年度から再評価が実施されておりますが、その中では国際的にも課題となっ

ていますネオニコチノイド系の農薬の影響ということで、特にここではイミダクロプリド

の影響の評価を2023年２月に開始いたしました。 

 こうした中で、「取組の内容」ですけれども、かなり膨大なデータとなっておりますの

で、その中でミツバチが訪花しない作物について整理をするというのが一つと、それから、

数百にも及ぶ使用方法、組合せ、作物とかそういったもので様々なのですが、これについ

て、ミツバチへの暴露量を精緻に計算したということでございます。こうした内容を詳細

に評価書に記載していったということでございます。 

 「成果・効果」のところですけれども、審議会で科学的に審査を頂いたというところで、

100ページを超える評価書として公開したということでございます。この評価書では、そ

のほかのネオニコチノイド系への参考になる情報でありますし、その他ミツバチ影響につ

いての評価にも解明に寄与するということで、こうしたミツバチの影響評価の円滑化に貢

献したものと考えてございます。ここについては、再評価の自体の進みというのはこれか
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らになりますので、評価としては「－」とさせていただいておりますが、そうした形で努

力をさせていただいたということでございます。 

 ３番目でございます。「農薬の登録審査に附帯する業務」ということで、まずベトナム

国では、農業資材の品質、それから食品の安全といった分野で管理を強めたいということ

が課題でありました。そのことから、認証検査機関のＲＥＴＡＱが設立されまして、能力

強化のための支援というのが日本に要請されたということでございます。特に同国で重要

品目である茶の残留農薬分析について、技術移転が望まれましたので、ここの部分につい

てＦＡＭＩＣの農薬部門が対応したということでございます。 

 取組は大きく二つありまして、受入研修と短期専門家派遣でございますけれども、特に

短期専門家派遣では、現地で使われました方法、何文字かで書いてありますけれども、こ

の方法も新たな試験方法の開発として、ＦＡＭＩＣ法とも融合させてできたということと、

この方法自体もＦＡＭＩＣとしても非常に参考になったというところでございます。ＲＥ

ＴＡＱにおいては、これをてこにＩＳＯ17025ということで登録を予定している状況でご

ざいます。 

 「成果・効果」のところでございます。ＲＥＴＡＱの今後としても、こうした統制され

たＳＯＰの整備ができていますし、ＲＥＴＡＱが主体となってリスク管理体制がベトナム

国としてできていくということで、ベトナム国としても食品の安全性の向上、農産物の輸

出拡大が望まれております中で、農薬行政の国際調和に貢献したということと、ＦＡＭＩ

Ｃにおいても残留農薬分析技術の向上、人材の育成ということで、国際協力を通じてこう

した効果も上がったと考えてございます。 

 続いて、４番でございます。農薬ＧＬＰの講習会です。農薬ＧＬＰにつきましては、農

薬の試験施設からＧＬＰの基準、それから不適切な逸脱事項、こうした内容について講習

をしてほしいという要望がありまして、これに応える取組内容でございます。 

 真ん中の欄ですけれども、農薬ＧＬＰの講習会の開催準備ということで、肥飼料安全検

査部の既存の講習会のスキームを活用し、実績を参照しながら規程を整えたということと、

関係団体と意見交換を実施して開催時期等を定めたということでございます。また、現場

のニーズを反映した講義内容とさせていただきまして、矢印の下の方ですが、より多くの

ＧＬＰ試験施設の職員が受講できるように、受講単位を組織としたということと、来場及

びオンラインもできる形にしたこと、それから、最後のところですけれども、録画映像と

いうことでＤＶＤについても販売させていただいたということでございます。 
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 「成果・効果」ですけれども、53組織が参加されておりますが、ＧＬＰの適合施設が48

ということですので、非常に多くの参加が得られたということでございます。このことで

ＧＬＰについての特定試験成績の信頼性の確保に貢献していったことで、自己収入につい

ても330万円ほど上がっている状況でございます。 

 続きまして、５番でございます。農薬の最後になりますけれども、「講習会を通じた残

留農薬分析技術の普及」でございます。 

 「背景・課題」ですけれども、これについては、都道府県等の農薬の分析技術の縮小と

いうことがありまして、そういった人員的なもの、技術的なものを高めたいということが

ありまして、国の講習会等に期待感が寄せられていた状況でございました。 

 「取組の内容」としましては、今までの主催講習の取組がありましたので、そういった

スキームを活用しながら残留農薬分析の講習会を実施したということで、２通りやってお

ります。一つ目が基礎研修ということで、座学１日間でやっております。それから、二つ

目が分析技術研修ということで、実地に分析をしていただきながら、１対１の丁寧な対応

でこれを行ったということでございます。 

 「成果・効果」の欄ですけれども、受講者から高い満足度が得られたということで、是

非続けてほしいと希望を頂いております。ＦＡＭＩＣの分析技術を都道府県の担当者ある

いは事業者に提供して、農業資材の安全確保に寄与したということで、農薬の適正使用指

導あるいは違反事例の減少について期待をしているところで、これについても自己収入が

上がっているということでございます。 

 ここまでが農薬でございます。 

 ６番でございます。家畜の飼料分野で、最初に大臣確認検査でございます。これは先ほ

ど木内理事長からの挨拶にもありましたけれども、Ｓ評価ということで自己評価をさせて

いただいている部分でございます。 

 「背景・課題」といたしましては、ＢＳＥが発生した後、飼料規制が行われておりまし

た。牛肉骨粉について豚鶏用飼料に利用が再開できることになったことで、円滑な流通再

開のために需要側・供給側の申請が寄せられましたので、それらの多数の同時処理が必要

になったということでございます。レンダリング工場あるいは配合飼料工場において、そ

れぞれ大臣確認が必要になったということでございます。 

 「取組の内容」でございます。これまでの業務に上乗せになる形になりますので、計画

検査、それから、今の大臣確認検査について同時に実施するといったところとか、ＧＭＰ
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に適合しているかの検査結果を利用するということで検査の合理化を図ったということで

ございます。それから、事務の効率化、業務量分散などを経まして、予算、それから業務

量の逼迫を招かないように迅速に進めさせていただいたということでございます。 

 成果としては、10月の省令改正後、30業務日、大体１か月ですけれども、14のレンダリ

ング工場と63の配合飼料工場についての手続を実施したということでございます。その後

も対応させていただきまして、年度内に87件の手続を実施しております。実際に令和７年

１月より飼料用の牛肉骨粉の流通が再開されております。安全な国産たんぱく質資源の普

及、それから焼却処分に係る国費の削減といったところが効果として考えてございます。 

 続きまして、７番でございます。同じく飼料の国際関係業務でございます。ＷＯＡＨと

いうのは国際獣疫事務局という国際機関なのですけれども、そのコラボレーティング・セ

ンターにＦＡＭＩＣはなってございます。年間活動計画の中では、技術研修の開催、それ

からラボネットワークの参加各国の調査結果の情報発信について、実際、諸外国からの要

請が急増したということで、技術支援・見学の対応というのが通年よりもかなり多い状況

でありました。通常業務を遂行しつつ、こうした多くの国際関係業務に対応することが必

要になったということでございます。 

 「取組の内容」でございますが、準備作業について、テーマが共通である２件の研修内

容を連動させるとか、既存の動画、資料の有効活用を図りながら、これを効率化、合理化

したということでございます。また、開催時期については業務繁忙期を避けるなどして、

負担を軽くしたということでございます。 

 「成果・効果」といたしましては、諸外国からの要請に全て対応できたということと、

参加者からも高評価が得られたということでございまして、ひいては国際獣疫事務局のコ

ラボレーティング・センターとして、アジア太平洋地域各国との連携強化、それから、コ

ラボレーティング・センターとしての存在感をアピールし、世界における飼料の安全確保

に貢献したという内容でございます。Ａ評価ということにさせていただいております。 

 ８番ですけれども、「調査研究業務」ということで、これも飼料でございますけれども、

「背景・課題」の欄でございます。分析法の開発というところで、飼料関係の分析につい

て、知識・技術のアップデートが必要ということと、立入検査、分析と並行しながら調査

研究を実施する必要があったということでございますけれども、なかなか新しい調査研究

をするに当たって試験人員が不足しているということでございました。令和４年度にはＦ

ＡＭＩＣ全体としても研究資金を獲得して研究開発に参画できる体制というのを整備した
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のですけれども、なかなか共同研究、コンソーシアム参画を伴うものは実績がなかったと

いうことで、下のところになりますけれども、外部機関との関係構築の中では、依頼分析

に協力したり、あるいは農研機構に職員が駐在したりというような活動を通じまして関係

を構築していったということと、あと、共同研究の申出に積極的に対応していったという

ことで、研究を分担しながら共同でやっていく体制が出来上がってきたということでござ

います。 

 「成果・効果」といたしましては、ＦＡＭＩＣとして初めてコンソーシアム参画を伴う

共同研究、農研機構が主体ということでの食用昆虫事業ですけれども、これについて締結

したということと、令和７年度は新たに別の１件の共同研究の実施が年度内に決定したと

いうところでございます。 

 こうした共同研究、調査研究の推進で食用昆虫関係の知識・技術の向上、それから研究

ネットワークの拡充、また、研究資金の獲得といったところができたということでござい

ます。Ａ評価ということで自己評価をした次第でございます。 

 ９番でございます。「食品表示法に基づく立入検査等業務」ということでございます。

この中では、今までに食品表示法に基づく検査としては、農政局、ＦＡＭＩＣ合同でやっ

ておりますけれども、この中では、実は帳簿とか製造記録といった検証による疑義解明が

困難な場面もありますが、こうしたところでＦＡＭＩＣが保有する科学的技術というとこ

ろを生かしていくことが求められております。 

 こうした背景の中で、「取組の内容」でございます。分析に関連する知見の習得として

は、外観からの魚種等の推定方法といったところも学んでおります。また、検査マニュア

ルを用いて外観検査なども実践していたということがあります。これについて立入検査へ

活用したということで、実はこの案件については、イクラの魚種についての疑義の社会的

検証がなかなか困難でした。現場で国産のサバ加工品があったのですが、その写真に日本

には生息していないサバということでＦＡＭＩＣの検査員がこれを見つけたということで

ありまして、そこで機動的にこれを買い上げて分析をしたことで、科学的分析によっても

疑義が確認できたということでございます。こうした確たる証拠といいますか、技術を使

ったところでの結果が出ましたので、「成果・効果」の欄ですけれども、全容解明が通常

の半分のスピードで解決したということで、併せて４商品の食品表示違反を確認して、農

林水産省が指示、公表したということで、立入検査の能力の向上、食品表示の適正化に貢

献したと考えております。 
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 10番でございます。調査研究業務ということで、同じく食品表示監視業務でございます。

背景ですけれども、かなり日進月歩で技術が進んでおりますので、先端技術について習得

していくということが課題となっておりました。また、自己収入の確保も必要でしたので、

ＦＡＭＩＣの課題としてはそういったところですが、企業側としても、分析法の実用化と

か妥当性確認のための複数の試験室、こういったところが求められていたというところで

ございます。 

 「取組の内容」ですけれども、大学発のスタートアップ企業と契約いたしまして、ＦＡ

ＭＩＣが有する複数の試験室、力量を持つ人員と分析法開発のノウハウ、企業側としては

先端技術に関する治験、この二つが合わさりまして、共同試験という形で、企業とＦＡＭ

ＩＣの３センターが共同試験を行ったということでございます。 

 「成果・効果」の欄ですけれども、社会への貢献としては、新たな分析法の実用化に貢

献したということで、特に項目は書いてありませんけれども、シイタケの菌糸について簡

易ＤＮＡの判定キットで判定できるという成果につながったということでございます。こ

れについて、ＦＡＭＩＣへの効果としても、技術力の向上、それから分析法開発、自己収

入の確保という形で効果として考えてございます。Ａ評価とさせていただいたところでご

ざいます。 

 続いて、11でございます。「ＪＡＳの制定等に係る業務」ということで、有機ＪＡＳに

ついて、各国、有機人気が高まっているのですが、特にＥＵにおいても有機の食品が人気

になっているということで、こういったところへの輸出を目指した動きでございます。 

 一方で、「しかし・・」のところにありますように、ＥＵとの有機同等性としては、有

機農産物、有機農産物加工品に限定されておりましたので、有機の原材料が日本あるいは

日本の有機同等国のものでなければＥＵで認められないということがございました。その

ことから、有機食品の輸出拡大において、ＥＵとの間で有機同等性が対象拡大となれば、

原料原産地の制限の撤廃ということにもなりますし、輸出の促進につながるという背景が

ございました。 

 「成果・効果」の欄ですけれども、ＦＡＭＩＣとしましては、ＥＵの有機制度、それか

ら有機ＪＡＳ制度の相違点の調査とか、それからＥＵの審査に対する対応、農水省が行わ

れる二国間の協議といったサポートをさせていただきまして、その結果、対象範囲が拡大

し、ＥＵとの有機畜産物、畜産物を含む有機加工食品が輸出可能になったということでご

ざいます。有機加工食品の原料原産地の制限撤廃というのが実現したということでござい
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まして、これが実際には７年５月に発効しました。Ａ評価という自己評価をさせていただ

いております。 

 12番でございます。「日本農林規格に関する業務」、国際規格ということでございます。

これも理事長の挨拶の中で登場いたしましたけれども、重要な案件でございます。 

 「背景・課題」のところですけれども、輸出拡大という中では、牛肉、豚肉と並んで水

産物、ブリ、タイなどが重要品目の一つになってございました。一方で、日本特有の活け

締めという技術については、魚体に傷ができますので、各国からは正当に評価されていな

いという状況がございました。そのため、鮮度保持技術を科学的に示せるものとして、魚

の鮮度、Ｋ値というのがございますけれども、この試験方法について国際標準化を図って

いこうということで検討を進めるということでございます。 

 「取組の内容」でございますが、この分野について、TC34/SC6というのは、食品及び、

SCについては肉、魚などの対象の国内審議団体ですけれども、これについて引受けをした

ということで、18年ぶりに引き受けております。参加地位としましても、正式な参加国の

位置づけとしてのＰメンバーに変更したということでございます。 

 Ｋ値の試験方法については、ＩＳＯ提案について承認を得た後、規格案を研究機関等と

協力しまして作成したということでございます。この間、参加各国に対しては、Ｋ値につ

いてプレゼンテーションしまして、海外の専門家との信頼関係も築いていったということ

でございます。 

 「成果・効果」のところでは、国際標準化の国内体制を構築したというのが１点ですが、

続きまして、令和７年６月に開催予定、これはパリで開催されまして、その結果、近日中

にＫ値の試験方法について、ＩＳＯの新規作業に提案という新規提案が決まりましたので、

実際にこれが進んでいくということが期待されております。この動きによりまして、日本

の農林水産物・食品の輸出拡大への貢献が期待されるということでございます。 

 続いて、13番でございます。少し毛色が変わりますけれども、情報提供業務ということ

で、生産資材、食品、ＪＡＳなどの情報提供になってございます。 

 「背景・課題」といたしましては、これまでホームページ、広報誌などで情報発信をし

てきたのですけれども、事業者だけではなくて、学生、消費者にもＦＡＭＩＣの取組を知

っていただきたいということで、「取組の内容」の欄になりますけれども、本部、地域セ

ンターからＳＮＳメンバーを増員いたしております。15名から６年度23名、実は７年は32

名ということで増やしていますけれども、そういった形でＸによる情報発信を新たに６年
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度から開始いたしております。また、イベントでは、ＦＡＭＩＣカード、ＪＡＳカードと

いうことで、カード自体はきれいなものを作りまして、裏にＱＲコードを付けており、そ

れを開くとユーチューブが開いていくという内容で、イベントで来場者に配布したという

ことでございます。 

 「成果・効果」の欄ですけれども、Ｘによりまして各種セミナー、採用情報などについ

ても閲覧数が増加したということで、学生の認知度が向上いたしております。学生など、

これまでと異なる年齢層への消費者等に対して、食の安全に関する情報、ＦＡＭＩＣの役

割、魅力について広く周知をさせていただいたということでございます。 

 １の国民に対して提供するサービスについての自己評価ということですけれども、特に

Ｂ評価以外のものについて取り出して御説明をさせていただきました。 

 以上でございます。 

○髙畠総務課課長補佐 御説明ありがとうございました。 

 続きまして、私の方からＦＡＭＩＣの自己評価を踏まえまして、各業務の中項目の評価

につきまして、農林水産省の評価案を御説明いたしたいと思います。 

 資料につきましては、資料１の評価書案の方にはＦＡＭＩＣの自己評価に対応しまして、

一つ一つ理由等も記載しまして、農林水産省の評価を記載させていただいているところで

すけれども、これを一覧表にしたものが参考11の評価案一覧でございます。この評価案一

覧を見ながら御説明させていただきたいと思います。 

 まず「肥料及び土壌改良資材関係の業務」でございます。この一覧表では、表の一番左

の列、こちらの方が通し番号になっております。肥料関係の業務につきましては、通し番

号の４から24番が該当しまして、参考までに資料１の評価書案では６ページから14ページ、

先ほどのポンチ絵の方では一つ目が該当いたします。この業務につきましては、ＦＡＭＩ

Ｃの小項目の自己評価では、Ａ評価が１項目、Ｂ評価が６項目ありました。Ａと評価され

ました24番の調査研究におきましては、試験方法の普及による流通肥料の品質確保などの

施策へ貢献していることもありますので、これは法人の相応の努力の結果と我々は理解し

ておりますので、主務大臣評価といたしましてもＡ評価と考えているところなのですけれ

ども、中項目の評価につきましては、小項目の積み上げが基本になっておりますので、参

考11の通し番号４番のとおり、この中項目の評価につきましてはＢとさせていただいてお

ります。 

 続きまして、「農薬関係業務」でございます。この一覧表の通し番号の25番から45番に
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なりまして、評価書案では15ページから24ページ、ポンチ絵の方では２番から５番、こち

らが該当いたします。 

 ＦＡＭＩＣの自己評価の小項目の評価におきましては、Ａが４項目、Ｂが５項目ござい

ました。Ａと評価されました37番の国際協力による施策の貢献であるとか、42番の農薬の

試験成績の信頼性の確保への貢献につきましては、法人の相応の努力の結果と我々も理解

しておりますので、主務大臣評価としましても、これら４項目につきましてはＡと評価す

べきものと考えております。 

 また、31番の農薬の再評価業務、こちらにつきましては、農林水産省への報告実績がな

いことから、小項目の評価は「評価せず」としておりますけれども、私どもといたしまし

ても、ポンチ絵の２番にありますとおり、再評価におけるミツバチ影響評価の円滑化につ

きましては、すごく貢献していただいていると評価させていただいております。この農薬

に関する中項目の主務大臣評価につきましては、小項目の評価を積み上げた結果を踏まえ

まして、通し番号の25番にありますとおり、Ａとさせていただいております。 

 続きまして、「飼料及び飼料添加物の業務」でございます。こちらの方は通し番号46番

から68番でございまして、評価書案では25ページから38ページ、ポンチ絵では三つ該当し

まして、６番から８番となります。 

 ＦＡＭＩＣの小項目の自己評価では、Ｓが１項目ありまして、Ａが２項目、Ｂが６項目

ありました。Ｓと評価されました51番につきましては、牛肉骨粉の円滑な利用再開への貢

献であるとか、Ａと評価されました67番の諸外国からの要請への適切な対応、こちらの貢

献につきましても法人の創意工夫であるとか努力の結果と理解しておりますので、主務大

臣評価としても、この３項目につきましてはＳまたはＡと評価すべきものと考えておりま

して、この中項目の主務大臣評価につきましても、通し番号46番にあるとおり、Ａと評価

させていただいております。 

 続きまして、「食品表示の監視に関する業務」でございます。こちらの方は通し番号の

70番から77番が該当しまして、評価書の方では39ページから44ページ、ポンチ絵の方では

二つ該当しまして、９番と10番となります。ＦＡＭＩＣの小項目の評価では、Ａが２項目、

Ｂが３項目ございました。Ａと評価されました73番のＦＡＭＩＣの科学的な知見・技術を

活用した食品表示適正化への貢献であるとか、77番の新たな分析法開発への貢献であると

か、技術向上への取組、こちらにつきましても、法人の相応の努力と理解しておりますの

で、こちらについても主務大臣評価としてはＡと評価すべきものと考えておりまして、こ
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の中項目の評価につきましても、通し番号70番にありますとおり、Ａと評価しております。 

 続きまして、ＪＡＳあるいは農林水産物、食品の輸出促進に関する業務につきましては、

通し番号78番から99番に該当いたします。こちらの方のＦＡＭＩＣの小項目の自己評価は、

Ａが２項目、Ｂが８項目ございました。Ａと評価されました81番のＥＵとの有機同等性の

対象範囲の拡大であるとか、90番の重点品目の国際標準化に向けた体制整備による輸出力

強化への貢献、こちらについても法人の相応の努力の結果と理解しておりますので、こち

らについてはＡ評価とさせていただきたいと思っておりますが、この部分の中項目の評価

につきましては、小項目の積み上げが基本となりますので、通し番号78番にありますとお

り、この部分はＢとさせていただいているところです。 

 続きまして、「食品の安全性に関するリスク管理に資するための有害物質の分析業務」

でございます。こちらの方は通し番号の100番から105番が該当しまして、評価書の方では

57ページから61ページになります。この部分の業務につきましては、創意工夫であるとか

努力の成果が顕著な業務実績とまでは評価できなかったところなのですけれども、ＦＡＭ

ＩＣとしてはやるべきことを確実にやられておりまして、ＦＡＭＩＣの自己評価としまし

ても、小項目は全てＢと評価されておりまして、私どもの方といたしましても、この自己

評価は妥当と考えておりますので、この部分の中項目の主務大臣評価につきましては、通

し番号100番にありますとおり、Ｂと評価させていただいているところです。 

 最後に、「その他の業務」につきましては、この部分は通し番号106番から117番に該当

するところなのですけれども、評価書案では62ページから69ページが該当しまして、ポン

チ絵では一つだけ13番が該当いたします。ＦＡＭＩＣの小項目の自己評価はＡが１項目、

Ｂが６項目ございました。Ａと評価されました109番は情報提供活動なのですけれども、

この部分では新たな広報活動によってＦＡＭＩＣの認知度向上に貢献したことは、相応の

努力と我々は理解しておりますので、この部分はＡと評価すべきものと考えておりますけ

れども、中項目の主務大臣評価につきましては、小項目の積み上げが基本になりますので、

通し番号の106番にありますとおり、Ｂと評価させていただいているところでございます。 

 農林水産省の評価案は、以上でございます。 

 それから、冒頭に質疑の進め方として御案内させていただきましたとおり、これからは

事前に委員の皆様から頂いた質問等にお答えしたいと思っております。本日配布させてい

ただきました当日配布資料の２番目の方の資料を御覧いただきながら、先ほど説明しまし

た中項目の評価ごとにまとめながら進めていきたいと思います。 
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 それでは、まず最初の複数の業務に関連した立入検査に関わる御質問が１点ございまし

たので、こちらにつきまして、ＦＡＭＩＣの方からまず御回答いただければと思います。

お願いします。 

○田熊企画調整部長 再び企画調整部の田熊です。御説明申し上げます。 

 特に委員の皆様からの事前の御質問、御意見あるいは激励も含めて頂いておりますので、

感謝をまず申し上げたいと存じます。 

 最初の立入検査の部分でございますけれども、報告期限の設定につきましては、実は法

令に基づく業務については、行政手続法により報告期限の設定の努力義務が課されており

ます。これに基づきまして、ＦＡＭＩＣについては、農林水産省から目標として年度目標

において報告期限が定められ、計画でもそういった形で整理をさせていただいております。 

 立入検査の結果報告期限につきましては、各検査の目的に応じた検証内容が求められま

して、これに応じた各業務量から積算して報告期限が定められていると私どもは理解して

おります。 

 例えば肥料につきましては、報告期限36業務日とさせていただいておりますが、これに

ついては、検査報告書の作成、分析の検査、それから農林水産大臣への報告ということで、

併せてここの中には決裁などもありますけれども、こうした期間として設定されていると

ころでございます。 

 また、一方で、肥料を例に申し上げましたけれども、報告期限のある、なしということ

にかかわらず、全ての業務について進行状況を把握いたしまして、農林水産省と調整を図

りながら、適正かつできる限り早くということで報告を行うことを前提として業務に取り

組んでございます。 

 私からの説明は以上でございます。 

○髙畠総務課課長補佐 ありがとうございました。 

 それでは、この件に関しまして、御意見、御質問等があれば、お願いいたします。 

 豊田委員におかれましては、アプリの挙手であるとかマイクで御発言をお願いいたしま

す。 

 いかがでしょうか。 

 松井先生、お願いします。 

○松井委員 松井ですけれども、ありがとうございます。 

 日数について、多分私が質問させていただいた件かなと思って拝聴していたのですが、
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結局、御質問したかったのは、それぞれ検査項目によって日数が違っていましたのが気に

なったということで、それが現場にとって負担になっているというか、最低の日数なのか

どうなのかなといったところがぎりぎりの線なのか、多少なりとも余裕を持った形での完

了日数なのか、その辺、いかがですか。 

○田熊企画調整部長 ありがとうございます。 

 その意味では、全て今回100％達成しておりますので、若干そういった余裕を持った数

字かなというふうに思いますが、昨年度、実は１件期限を守れなかった件がありまして、

これは期限の起算日の間違いとかいうことでございましたので、そういう意味では全て守

れる形で行うことができているかと存じます。 

○髙畠総務課課長補佐 先生、よろしいでしょうか。 

 ほかにこの案件に関しまして御意見等ございますでしょうか。 

 それでは、次に、「肥料及び土壌改良資材関係業務」につきまして、事前に頂いた質問、

②から④番に該当いたしますけれども、こちらにつきまして、ＦＡＭＩＣの方から御回答

をお願いいたしたいと思います。 

○田熊企画調整部長 まず②番として松井委員の方から頂いておりますが、肥料法の違反

関係の疑義情報というところでの対応状況ということでございます。 

 肥料法に関する疑義情報ですけれども、農業関係者あるいは消費者等から電話、書面、

メールということで頂くわけですが、その相手先としては、私どもＦＡＭＩＣのほか、農

林水産省、農政局、都道府県ということでそれぞれ情報提供がありまして、関係機関と情

報を共有して対応に当たっていくということでございます。 

 疑義情報については、秘密保持の関係上、ちょっと申し上げられないということを御理

解いただきたいと存じます。 

 農業関係者が疑義情報を情報提供していただきやすいように、ＦＡＭＩＣのホームペー

ジにおいて問合せ窓口を設置しているということと、立入検査時などでもそういった情報

があれば、それを聞かせていただくということで、疑義情報の収集に努めてございます。 

 それから、続いて③番、放射性セシウムのところでございます。これについては、有無

とありますけれども、ＦＡＭＩＣが立入検査において、汚泥肥料の製造事業者が自主的に

放射性セシウムを測定しているケースがあれば、その有無を確認しているということがま

ず１点と、それから、ＦＡＭＩＣが放射性セシウムを含むおそれがある汚泥肥料、これは

東北５県とかいわゆるそういったエリアになりますけれども、こうしたところから収集し
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た場合については測定を行って、農林水産省に報告ということで測定を行ってございます。 

 それから、調査研究業務といたしまして、松井委員からの御質問としての土壌肥料学会

誌についてですけれども、これは令和７年４月というのが正に正しいですので、加筆をさ

せていただきたいと存じます。 

 それから、調査研究業務についての二つ目の御意見ということで、これはユーチューブ

を活用した苛酷試験法ということでございますけれども、貴重な御意見を頂いておりまし

て、ありがとうございます。 

 肥料等試験方法の改良については、こうした情報交換あるいは要望をお聞きする中で、

適切に実施できるように努めてまいりたいと思います。 

 西田委員からの御意見について、以上でございます。 

○髙畠総務課課長補佐 ありがとうございました。 

 それでは、事前質問以外にも肥料関係であるとか土壌改良資材関係について御意見等が

ございましたら、お願いいたします。また、今の回答につきましても、再質問等がござい

ましたら、お願いいたします。 

 よろしいでしょうか。 

 では、続きまして、農薬関係業務につきまして、事前に頂いた御質問等につきまして、

ＦＡＭＩＣの方から御回答をお願いいたします。 

○田熊企画調整部長 農薬関係業務⑤番ということで松井委員から頂いている御質問でご

ざいます。これについては、正におっしゃっていただいているとおり、一斉前処理法でご

ざいますので、これに修正させていただきたいと存じます。ありがとうございます。 

○髙畠総務課課長補佐 今の回答、また、それ以外につきまして、何か御意見等があれば

お願いいたします。 

 よろしいでしょうか。 

 続きまして、飼料及び飼料添加物関係業務、こちらにつきまして、事前に頂いた質問等

への御回答をＦＡＭＩＣの方からよろしくお願いします。 

○田熊企画調整部長 飼料関係、飼料添加物関係ということでございます。⑥番として立

入検査等業務ということでございます。西田委員からの御意見ということで、牛肉骨粉の

流通に向けた77事業場の製造状況確認ということでございますけれども、これについても

貴重な御意見ありがとうございます。今後とも安全、良質な循環資源の利用が進むように

効率的な検査、しっかりとした検査に努めてまいりたいと存じます。ありがとうございま
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す。 

 続きまして、⑦番として、調査研究業務について御質問を幾つか頂いております。 

 松井委員からの御質問でございますけれども、これは資料としてちょっと御覧いただい

た方がいいかなと思いますので、もし開けるようでしたら、資料１の37ページに特記事項

として記載がある部分になりますが、御覧いただきながらお聞きいただければと思います。 

 まず令和７年度の１件の共同研究についてですけれども、共同研究先については東洋大

学及び名古屋大学ということで、実際これは分野としてはカビ毒についてのものでありま

すので、こうしたコンソーシアム、共同研究の体制づくりというのが次の共同研究につな

がったというふうな意味になってございます。 

 それから、この新たな共同研究の締結がなぜ食用昆虫関係の知識向上につながったかと

いうことでいいますと、やや文章のつなぎが悪かったかもしれませんので、この令和７年

度の１件の後に「その結果」と書いてありますので、ここのところは誤解のないように修

文を検討させていただければと存じます。 

 最初に御説明した農研機構との共同研究の関係で食用昆虫に関する知識・技術の向上に

つながったという意味でございますので、そのようにちょっと検討させていただきたいと

存じます。 

 続いて、こういったコンソーシアム研究などでの知財権管理はどうなるかということで

ございます。特に最初の方に記載しております農研機構、これは農林水産省のレギュラト

リーサイエンスの事業でございますけれども、まず農林水産省と農研機構の間でこれが契

約として結ばれるということになっておりまして、農研機構の共同研究機関としては、そ

ういった新たな知見が出てきた場合には、農研機構にまずはお話をするのですけれども、

農研機構の方から発明等の報告ということで農林水産省にしていただきまして、農林水産

省の判断を待ってから、公表であるとか知財についての取扱いを進めていく形になってご

ざいます。 

 また、後ほど御説明いたしました東洋大学、それから名古屋大学との共同研究について

は、三者で都度協議をするというふうな形になっておりまして、通常、契約書で設定する

場合もあると思うのですが、都度協議という形でやっております。 

 それから、続いては西田委員からの御意見ということで、コンソーシアム参画の共同研

究というところで実施されていなかったのは意外だというふうなことなのですけれども、

ここについても貴重な御意見をありがとうございます。 
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 コンソーシアム参画について、今後とも積極的に模索をしていきたいと考えております

が、今、二つの件について御説明したように、共同研究の実績を積んでいくことによりま

して、研究ネットワークの拡大、技術発展というところで努めさせていただきたいと思い

ます。ありがとうございます。 

 さらに、コンソーシアム参画を伴う共同研究での研究資金ということでございます。先

ほどもお話をいたしましたけれども、最初の食用昆虫は、農研機構が応募されております

けれども、農林水産省の包括的レギュラトリーサイエンス研究推進委託事業となってござ

いまして、この中のコンソーシアムとして参画をしているということでございます。 

 もう一つの新しく参加したものについては、財団の助成ということになっておりまして、

これについて応募して助成を頂くということでございます。 

 事前質問についての御回答は以上でございます。 

○髙畠総務課課長補佐 ありがとうございます。 

 今の回答や事前質問以外の御質問等がございましたら、お願いいたします。 

○松井委員 松井ですが、ありがとうございます。 

 例えば農研機構さんと一緒にコンソーシアムを組むときに、ＦＡＭＩＣさんとしては大

体人数というのは何名ぐらいがそこの共同研究に入ると、スケールとかいろいろあるとは

思うのですが、その辺、いかがでしょうか。 

○田熊企画調整部長 一応、研究代表というのを決めてございますが、分析を主に担当し

ていくということになりますので、２名、３名というところが加わるというようなイメー

ジでございます。 

○髙畠総務課課長補佐 そのほか御意見等ございますでしょうか。 

 それでは、続きまして、「食品表示の監視に関する業務」につきまして、ＦＡＭＩＣの

方から御回答をお願いしたいと思います。 

○田熊企画調整部長 ⑧番として立入検査ということでございます。一つ目の御質問、写

真に関係する画像の処理の仕組みというところでの西田委員の御質問でございます。 

 通常、事業者の工場、店舗等に立入りをした場合に写真もいっぱい撮ってきます。こう

したものも疑義解明に活用はしているということでございますけれども、今回は立入検査

先の店舗で販売されていたものを、ちょっと違うぞということで国産表示のあるサバ加工

品について、それを撮影してきて、これは日本では生息していないなということで疑義の

解明ということでつなげていったものですので、一応その点が今回の事案では通常とは違
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う点になるかなというふうに考えております。 

 それから、小川委員の御質問でございます。日頃からのトレーニングというところでご

ざいますけれども、立入検査業務のトレーニングといたしましては、ＯＪＴが有効と考え

ておりますが、これは実際の立入検査のときに経験豊富な者が新たにやる者とか経験の慣

れていない者に同行して進めるというところがまずありますが、実際に立入検査の基礎的

な講義とか、あるいは立入検査、実際のものを想定したロールプレイングとか、そういっ

た研修も行っております。こうした研修を重ねることによりまして、研修生はアンケート

でどういうところが分かりにくかったとか評価を行いますし、研修の管理者については研

修内容について評価を行うということで、研修の質の向上にも努めさせていただいており

ます。 

 今回の案件について言いますと、サバの判別などの様々な技術についての研修も行って

おりましたので、こういったところも立入検査に役立ったかなというふうに考えてござい

ます。 

 その次の御意見でございます。イクラの疑義情報と併せて４商品の表示違反を確認とい

うことで、大変有意義な成果というふうに記載を頂いております。貴重な御意見をありが

とうございます。今後ともこういった立入検査、疑義の解明を通じて表示違反のないよう

な社会の実現のために努めてまいりたいと考えてございます。 

 続きまして、イクラの疑義の解明ということは遅れることなくなされたのでしょうかと

いうところでの御質問を頂いております。これについては、最初にサバの方の疑義を確認

いたしまして、早期の解明につながったということで、ここは科学的な根拠を基に事業者

に証拠を突きつけた形でやっておりますので、事業者としても「参った」という感じにな

っております。平均の立入日数に対して半分ぐらいの日にちでこれを解決しているという

ことでございまして、そうしたサバの解明を端緒としまして、書類等の精査というのがで

きまして、４種について疑義の解明を進めたということになります。 

 それ以上の詳細はなかなか御説明できませんけれども、一応そうした中身で早期に解決

に至ったということでございます。 

 それから、その次は、今回の事案のように１商品の違反があれば複数商品に違反をして

いるというのが一般的かどうかということでの御質問ですけれども、こういった傾向につ

いては、慢性的になっている、あるいは常態化したもののほかに、一時的な表示ミスもご

ざいますので、なかなか一概にはこういった例が増えているとか減っているとかというこ
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とはありませんで、いろいろあるかなと思ってございます。 

 それから、立入検査の行政部局要請調査について、これは①のアとの違いということな

のですが、アの方は実は大臣指示に基づく立入検査のことを述べております。 

 イの方は、そういう意味では食品表示法には関連いたしますが、任意の調査となってお

りまして、これは令和６年度におきましては、自治体の立入検査に同行したり、あるいは

農林水産省と連携して、加工食品の製造工程についての知見を蓄積するために任意調査を

したというものも含まれておりますので、正にアとは全く違う性格のものと御覧いただけ

るかなと思います。 

 それから、さらに御質問で、令和４年度以降件数が10件台ということで、２年、３年よ

りも多くなっているということの御質問でございますが、実は４年度から加工食品の製造

工程に関する知見を集積するために任意調査を新たに起こしておりますので、４年度は９

件、それから５年度が７件、６年度が10件という形でやっておりますので、２年度、３年

度はやっていなかったことを始めたということで御理解いただければと存じます。 

 続きまして、小川委員からの御質問で、６年度は30件あったということで、前年度12件

に対しての傾向の御質問でございます。令和２年度から６年度までデータを並べますと、

12から30ということで幅がありまして、必ずしも増えていく傾向にはなっておりません。

具体的な110番の内容については申し上げられないのですが、農林水産省でも食品表示110

番というのは受け付けておられると思いますが、ＦＡＭＩＣで受け付けた情報については

農林水産省に回付、報告をさせていただいております。 

 こうした受け付けされた情報に対して、特に科学的な検査が必要というものについて、

ＦＡＭＩＣについて分析依頼があるということで、６年度については13件あったというこ

とでございます。この中で、110番の受付から疑義が解明された事例の結果の概要という

ことを公表してはどうかというふうなお尋ねでございますけれども、ここのところ、食品

表示の110番に情報提供した方というのを特定したりすることにつながるということもあ

りまして、情報源が特定されるということと、それから、そうすると、皆さんがまた続い

て報告してくれなくなるという問題が生じますので、ここのところは慎重に考える必要が

あるかなと考えてございます。 

 それから、さらに、接受後に速やかに農林水産省へ回付ということで、その前に発生す

る業務ということになりますけれども、受け付けた情報だけでは疑義に当たるのかどうか

ということが分からない場合もありますので、受付カードで記載していくわけですけれど
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も、その中で抜けている情報がないかとか不明な点はないかというところを確認いたしま

して、そういったところを情報提供した方に問い合わせたりするようなこともございます。 

 いずれにしましても、食品の疑義情報について、より多くの窓口で受け付けをするとい

うことで相談しやすいという体制にしたいと考えております。 

 それから、調査研究業務について、受託の分析契約によって自己収入が得られていると

いうことについては大変妥当ということでありますが、ここについては科学的検査につい

て知見を生かして行った検査の結果をもっと広く公開して、ＦＡＭＩＣの認知度を広める

活動をという御意見を頂いておりまして、貴重な御意見だと考えております。 

 自己収入を獲得して行う調査研究については、先ほども経験を積んできているというこ

とお話し申し上げましたけれども、今後とも共同研究を含めて取り組んでいきたいという

ふうに考えております。 

 また、認知度を広める活動についても、今後検討していきたいと考えてございます。 

 以上が食品表示の監視についての御質問、御意見についてのお答えをさせていただきま

した。 

 以上でございます。 

○髙畠総務課課長補佐 ありがとうございました。 

 それでは、今の回答であるとか事前質問以外の御質問等があれば、お願いいたします。 

 小川委員、どうぞ。 

○小川委員 丁寧に御回答いただきまして、どうもありがとうございます。なんかいっぱ

い質問し過ぎちゃったなと反省しているのですけれども、非常にＦＡＭＩＣの業務につい

て理解が深まったと思っています。 

 私としては、立入検査をして疑義を解明して、それに科学的な裏付けがあるというとこ

ろで、単なる違反を摘発するという、それも非常に重要なのですけれども、そこが大事で

あると同時に、違反をすることが損になるというか、違反に向かわせないような社会を作

る上で、非常にＦＡＭＩＣの技術が生かされているというので感銘を受けましたし、そう

いったことがもっと広く知られれば、さらに違反に向かう人が減るのではないかなという

のもありましたので、ちょっとコメントをさせていただいた次第です。 

 あとは、立入検査をするので、やはり危険なことも、余り協力的じゃない事業者さんも

いるのかなといったあたりが垣間見られたので、そうした中、頑張っていらっしゃる職員

の皆様がすごいなと思うと同時に、トレーニングが大事なのだなと思いましたので、ちょ
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っと質問させていただきました。それがもしかして働いている方にはストレスになるよう

なところもあるかと思うので、極力そうならないように、ＯＪＴを含めて、これからもロ

ールプレイだとか能力開発に有益そうな研修を続けていただければというふうに思いまし

た。コメントです。どうもありがとうございました。 

○髙畠総務課課長補佐 ありがとうございました。 

 このほか、御質問は。 

 松井委員、お願いします。 

○松井委員 すみません。遡るというか、ベトナムとの技術受入れ研修のスライドが３枚

目でしたかね。質問というか、意見なのですが、お尋ねしたいところは、ＦＡＭＩＣさん

のお持ちの非常にすばらしい分析技術、それを諸外国の方々、各国に提供していく、非常

に僕は重要だと思いますし、必要なことかなと思うんですね。ただ、ＦＡＭＩＣさんのお

持ちの技術を提供するだけではなくて、多分一番重要なのは、装置の頑健性をいかに維持

するか、そういった意味での装置管理あるいは分析環境管理、そういったところも是非研

修項目に入れられて、せっかくスキルアップしても、各国のお持ちの装置がふらつくよう

な状況だと再現できないですよね。そういったものをもうされているとは思うのですが、

ワンセット的に研修項目に入れられると、より貢献度も高くなるのかなという気はいたし

ました。すみません。意見でございます。 

○田熊企画調整部長 ありがとうございます。 

 実際に研修の中でできる範囲でそういったところをやっているということはありますが、

例えば実は新しくＪＩＣＡから要請があるものもあるのですが、ある国で無償資金協力で

機器が入るときにどのように設計をするかというところでも、実は農薬検査部から職員を

派遣して、設置の場面から支援させていただいている場面もありますので、そういったこ

とを含めて、今後とも当該国の、単に機械が置いてあるとか一回研修が行われたというこ

とではなくて、永続的にできるように支援をさせていただきたいと存じます。 

○松井委員 ありがとうございます。得られたデータのバリデーションをどう担保するか

というのは非常に重要だと思いますので、是非お願いします。以上です。 

○髙畠総務課課長補佐 ありがとうございました。 

 このほか食品表示監視に関する業務につきまして、御意見等ございますでしょうか。 

 それでは、続きまして、日本農林規格等に関する業務とリスク管理に資するための有害

物質に関する分析業務、こちらにつきましては、事前質問等はございませんでしたけれど
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も、特に何かございましたら、御発言いただきたいと思いますけれども、いかがでしょう

か。 

 それでは、ないようですので、最後のその他の業務につきまして、１点御質問等がござ

いましたので、ＦＡＭＩＣの方から回答をお願いいたします。 

○田熊企画調整部長 ありがとうございます。 

 小川委員の方から意見を頂いておりまして、科学的手法による技術で貢献といったとこ

ろについて、広く知らしめることが重要だというふうな御視点であろうかと思います。 

 特に御意見の後半のところにありますように、大変感銘を受けたというところについて

は、私どもも本当に激励と思いまして、感謝申し上げたいと思います。最後のところ、若

手の職員さんに是非若者・学生へのＦＡＭＩＣの認知度向上の施策ということで、実際に

今後とも若手の職員にアイデアを募るということで、ＳＮＳの発信を含めて進めてまいり

たいと思いますが、先ほどポンチ絵の説明の中で申しましたように、ここも職員の応募が

結構ありまして、ＳＮＳを発信していきたいというところでは、５年度の15人から６年度

で23人と増えましたけれども、さらに９名が追加になって、全ＦＡＭＩＣとして32名御参

加したいということで発信しておりますので、特に若手の職員のアイデア、新しく参加し

ているのは若手が実は多いので、そういったところを含めて情報発信を、特に若い人ある

いは映えるような形で進めさせていただければと考えております。どうもありがとうござ

います。 

○髙畠総務課課長補佐 ありがとうございました。 

 今の御回答若しくはその他の業務に関して、事前質問以外で御質問がございましたら、

お願いいたします。 

 小川委員、どうぞ。 

○小川委員 質問をさらにじゃなくて、コメントになります。ありがとうございます。私、

消費者庁の食品表示の懇談会なんかでも委員をしていまして、表示のデジタル化なんかも

検討されているのですけれども、私も50代半ばで、若い方がどういうふうにスマホを使っ

て情報収集をしているかとかというのも、表示のデジタル化のニーズも分からないねと、

委員の人たちも私も含めて割と年齢が上になっちゃっているので、若い人たちの意見をも

っとちゃんと聞かないというのもありまして、是非ＦＡＭＩＣさんでも若い方のそうした

新しい考え方とかニーズをキャッチして、いろいろ情報提供していっていただければなと

いうふうに思っております。期待しております。 
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○髙畠総務課課長補佐 ありがとうございました。 

 それでは、ここまでの説明全般を通しまして、御質問、御意見等がございましたら、お

願いいたします。 

 では、ないようでしたら、先へ進めていきたいと思いますので、よろしいでしょうか。 

 今回の会議の最後に御意見を頂く場を設けますので、そのときにまた御意見等あれば、

頂ければと思います。 

 では、この会議、大分時間が過ぎましたので、これから５分ほど休憩を取りたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

 また、ここで業務関係の説明は終わりますので、農林水産省の担当課の皆さんにおかれ

ましては、ここで退席をお願いいたします。ありがとうございました。 

 それでは、これから５分程度休憩をさせていただきます。よろしくお願いします。 

午後２時５８分 休憩 

午後３時０７分 再開 

○髙畠総務課課長補佐 それでは、皆さんおそろいのようなので、会議を再開したいと思

います。 

 豊田先生は聞こえていますでしょうか。 

 豊田先生。 

○豊田委員 はい。います。大丈夫です。 

○髙畠総務課課長補佐 では、続きまして、資料１の後半部分、70ページからになります

けれども、年度目標第２の業務運営の効率化に関する事項、第３の財務内容の改善に関す

る事項、第４のその他の事項をまとめて御説明いたします。 

 最初に、ＦＡＭＩＣの方から業務実績及び自己評価を説明いただきます。先ほどと同じ

ようにＢ評価以外の部分について、簡潔に要点の御説明をお願いいたします。 

○田熊企画調整部長 ありがとうございます。ＦＡＭＩＣ企画調整部の田熊でございます。 

 資料は再度、参考11を御覧いただきたいと存じます。参考11では、最初、評価の構成に

ついてお話をさせていただいたところですが、これの６ページでございます。６ページの

118番と書いてあるところからが今の御指示を頂きました第２以降ということになります

が、先ほどと同じようにＢ以外は黄色でハイライトしてございまして、この中では８ペー

ジに152番ですけれども、Ｃというところがございます。そのほかについては、小項目Ａ

の項目についてポンチ絵で整理させていただいておりますが、Ｃの部分最初に悪いところ
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から御説明をさせていただきたいと存じます。 

 それでは、資料１、評価書本体になりますけれども、この中では、90ページから91ペー

ジにわたるところになります。具体的には91ページのところになりますが、法人の公文書

の関係について、個人情報に係る情報漏えい事案というのが２件発生したということで、

農林水産省に御報告させていただきました。概要については次のとおりということで、ア

の方でございますけれども、一つはＰＤＦファイルの誤作成による個人情報の誤送信とい

うことで、もう一つは出張中のバッグ紛失事件ということになってございます。 

 最初の方のＰＤＦファイルの関係ですけれども、Ａ社に対して返信するファイルにつき

まして、同時作業中であった業者Ｂに返信するＰＤＦファイルを誤って結合したというこ

とで、Ａ社に対してＢの担当者所属、氏名というのが記載されたファイルを送ってしまっ

た事案になります。 

 （イ）では、出張中の電車におきまして、網棚に課の出張用のＰＣ、それから出張資料

が入ったバッグを置いていたということで、過度な混雑のために車外にはじき出されまし

て、車内に戻れなかったということで、実際のバッグの紛失事案というのが発生したとい

うことであります。実際にバッグの中身は全てそろった状態で発見、回収されているとい

うことでございます。 

 主な再発防止策ということで、最初のＰＤＦファイルの件でございます。事業者に施行

文送付以外でＰＤＦ送付を行っているというところについては、作業の洗い出しをこの件

に限らず全てさせていただきまして、接受の返信について、かがみのページのみとすると

いうことで、受け付けましたよという連絡だったのですが、その後ろを付けないようにか

がみの表紙のページだけ付けることにしたということでございます。 

 メール申請に対して、印刷、接受印を押して、それを返信するというサービスについて、

これは決められたものでもなかったわけですが、これについて原則廃止とさせていただき

ました。このような手続に基づかない処理を行っていると、リスクが増えるということに

なりますので、そういった再発防止策を取りました。 

 （イ）でございます。バッグの紛失事案ということで、出張等によって個人情報を含む

業務に関連する書類、ＰＣ、こういったものを外部に持ち出す際については、肌身離さず

持ち歩くように周知徹底を図ったということで、これらをあわせて、下の方にありますよ

うに、再発防止策の有効性を検証するために管理者、それぞれの課長などによるフォロー

アップというのを全ＦＡＭＩＣにおいて行わせていただいたということでございます。 
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 以上がＣの内容ということになります。 

 続きまして、Ａ評価と自己評価させていただいているものについては、ポンチ絵で整理

させていただいておりますので、資料としては参考12、番号としては14番からになります。 

 「自己収入の確保」が最初の御説明になりますが、実は６年度目標の中で自己収入につ

いては令和10年度までに、５年度を基準として５か年間で自己収入を倍増するということ

が指示されております。様々な業務で収入を増加させていく必要があるということであり

ますが、実際、依頼に応じて行う業務については、金額が上がると依頼が減少するといっ

た問題もありますので、なかなか増加に結びつくかどうかという課題もあるということで

ございます。 

 「取組の内容」でございますが、ＦＡＭＩＣ全体におきまして有料化できる業務は何か

というところを洗い出すということ、それから、シーズ、ニーズというのがあるかどうか

というところの確認をしたということです。それから、本日も最初の調査研究などのとこ

ろで御説明したように、新たな研究資金の獲得といった体制の整備といったところを取り

組んできたということでございます。 

 また、規定類のところでは、手続の簡素化と併せてですけれども、間接経費とか、例え

ば講演であればその準備作業も行いますので、そうした時間も含めて徴収するという改定

をさせていただきまして、手数料の見直しを行いまして運用したということでございます。 

 「成果・効果」としましては、新たなシーズ、ニーズが見つかったというところがあり

まして、新たに自己収入の道も増えたということがあります。二つ目は研究業務の受託と

いうところができてきたということでございます。手数料なども増えておりますけれども、

一応混乱なく実施できたというところでございます。 

 こうしたことによりまして、自己収入の倍増に向けて体制を整備して取組を着実に実施

したということでございます。 

 続いて、15番。「業務運営の改善」ということで、法人の長のトップマネジメントとい

うのは、総務省から毎年度強く呼びかけられているところでもありますけれども、理事長

も自ら業務改革に取り組んでいるという取組の御紹介になります。 

 「背景・課題」のところにありますように、６年度目標では、常勤職員の削減に取り組

むという指示を頂いておりまして、しかしながら、業務の正確・確実な執行体制を維持し

なければいけないということで、理事長をトップとして全ての理事、それから部長等をメ

ンバーとする業務改革の検討会議で対応を検討してきたということでございます。 
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 「取組の内容」でございますけれども、全ての業務を対象に調べていったのですが、一

つは、科学力とか現場対応力といったものが発揮されているかどうかといったところと、

それから、具体的な作業項目の洗い出しと実施状況について確認したということです。こ

うした調査結果を基に、理事長自ら各部との意見交換を実施して、法人の現状について詳

細を把握したと。なぜそうなっているのかということを含めて、取り組むべき課題を具体

化していったという中で、人員・予算などの資源配分の転換、それから、技術力を一層高

めるために、分析部門の連携体制を強化するという必要性を抽出されたということになり

ます。 

 「成果・効果」ですけれども、ＦＡＭＩＣが実施する業務の社会的必要性、それから行

政コストを意識するというのを全職員が意識するような組織風土が醸成されてきていると

いうことがございます。 

 それから、トップマネジメントによる調査検討の結果、今後の組織の在り方というとこ

ろが検討できたということになりまして、実際に変わっていくというのはこれからになり

ますけれども、効率的・効果的な業務の運営実現に向けて前進したという内容になってご

ざいます。 

 私からの説明は以上でございます。 

○髙畠総務課課長補佐 ありがとうございました。 

 それでは、財務内容に関する事項に関しまして、引き続きまして財務諸表等について簡

素に御説明をお願いいたしたいと思います。 

○本澤総務部長 総務部の本澤でございます。よろしくお願いいたします。 

 時間も限られておりますので、資料参考５「財務諸表等」のうちの令和６年度決算報告

書につきまして御説明させていただきます。 

 資料参考５、こちら95ページありますうちの33ページに決算報告書がございますけれど

も、非常に文字が小さいもので、当日配布資料としまして、別途皆様の机上に説明用の決

算報告書の抜粋を配布させていただいておりますので、そちらを用いまして御説明させて

いただきます。 

 この決算報告書は、事業計画における第３予算、収支計画及び資金計画のうち、予算に

係る計画の実施状況を記載したものとなっておりまして、各セグメントの予算額は事業計

画の額と一致しております。 

 まず上段の収入の欄を御覧ください。予算と決算でそれぞれ差額が生じた主な要因でご
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ざいますが、まず運営費交付金につきましては、全額交付されましたので、決算額は予算

額に一致しております。 

 続きまして、施設整備費補助金につきましては、令和５年度当初予算で農薬検査部空調

設備改修工事費として交付決定されました予算額57百万円のうち、令和６年度に繰り越し

ました48百万円に対して決算額が39百万円に、令和５年度補正予算で名古屋移転に係る経

費として交付決定された予算額790百万円のうち、令和６年度に繰り越しました469百万円

に対しまして、設計業務費等として53百万円を加え、年度内の実績額が92百万円となって

おりますため、差額が生じているところでございます。 

 受託収入につきましては、飼料及び飼料添加物に関する受託増が主な要因で差額が生じ

ております。 

 諸収入につきましては、主な要因としまして、講習事業収入で新たに農薬ＧＬＰ講習会

の実施及び講習会の開催件数の増により増加、その他の収入のうち、資産等売払収入の増

加、その他役職員派遣収入の増加により差額が生じております。 

 続きまして、下段、支出の欄を御覧ください。一番下の計の欄になりますが、予算額に

対しまして決算額は7,033百万円、差額は548百万円となっております。それぞれに差額が

生じました主な要因ですが、業務経費につきましては、合同庁舎のＬＥＤ改修工事分担金、

こちらはさいたま本部と横浜事務所でございますが、こちらの執行に伴いまして、一般管

理費の予算額が不足し、予算を一般管理費に充当したことが主な要因で差額41百万円が生

じております。 

 続きまして、施設整備費補助金、受託経費につきましては、先ほど収入の部で御説明申

し上げた理由により差額が生じております。 

 一般管理費につきましては、先ほどお話ししました合同庁舎ＬＥＤ改修工事分担金を支

出したことが主な要因で差額が生じております。 

 人件費につきましては、育児休業、休職者等に係る職員基本給等の残額154百万円が発

生した一方、退職金が57百万円不足したことで差額128百0万円が生じているところでござ

います。 

 大変雑駁な説明ではございますが、以上をもちまして令和６年事業年度決算の説明とさ

せていただきます。 

○髙畠総務課課長補佐 ありがとうございました。 

 続きまして、監事から監事監査結果の報告をお願いいたします。 
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○飯村監事 常勤監事の飯村でございます。本日はよろしくお願いします。 

 資料は参考６でございます。資料でいくと２枚目から監査報告という表紙でございます

ので、令和６事業年度の監事監査報告について御説明させていただきます。 

 令和６事業年度も監事監査規程及び令和６年度の監事監査計画に基づき、特に内部統制

システムの運用状況を重点監査項目として、理事長、理事、内部監査部門、業績評価部門

をはじめとした関係役職員と意思疎通を図り、情報収集とともに意見交換に努めてまいり

ました。 

 監査の方法については、監査報告Ｉに記載のとおりでございます。監査計画に基づく各

部門監査に加え、各種会議体への出席、関係者からの報告、説明を軸として進めてまいり

ました。 

 続きまして、監査の結果でございます。次のページⅡでございます。まず１番目の「法

人業務の実施状況についての意見」でございますが、法人の業務は法令等に従い適正に実

施され、また、令和６年度目標の着実な達成に向け、効果的かつ効率的に実施されたと認

められます。先ほども一部御報告がありましたが、令和６年度は肥料の品質を確保するた

めの新たな試験方法の開発やＪＡＳの国際規格化に向けたＩＳＯ委員会との関係強化、多

発した麦赤かび病のかび毒調査などにも取り組み、また、農薬の再評価や国際的に通用す

る認定・認証の枠組み提供、自己収入の確保や業務改善など、業務の高度化と効率化等が

期待される中、理事長を中心とした役職員の適正かつ効率的な業務運営もあり、期待に応

え得る結果が出たものと認識している次第でございます。 

 また、働きやすい職場、多様な人材が活躍する環境づくりも積極的に取り組んでおりま

す。参考５の資料に戻りますが、事業報告書95ページ分の64ページに、ダイバーシティ・

エクイティ＆インクルージョンとして、職場づくりやワークライフバランスについてコラ

ムを掲載してございます。これまではダイバーシティ＆インクルージョンと表現しており

ましたが、昨年からはエクイティという観点を盛り込み、公平性の意識も高めながら取り

組んだ結果でございますので、御参考までに御覧いただければと思います。 

 ２について、「法人の内部統制システムの整備及び運用についての意見」、３番「法人

の役員の職務執行についての意見」、４番「財務諸表等についての意見」、５番「事業報

告書についての意見」につきましては、記載のとおりでございます。 

 続きまして、Ⅲでございます。「独立行政法人改革等に関する基本的な方針等過去の閣

議決定において定められた監査事項についての意見」でございますが、ここに関しては、
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１、給与水準の状況、２、随意契約の適正化を含めた入札・契約の状況、３、法人の長の

報酬水準の妥当性に関し、意見をさせていただきました。特に３番目、法人の長の報酬水

準の妥当性については、理事長の業務執行や組織管理能力、行政執行法人の長としての責

任の重さ、また、他の行政執行法人や同規模の民間企業の役員報酬との比較においても相

当程度低く、改善が求められる状況であります。特にＦＡＭＩＣを除く他の行政執行法人

との比較においては、その乖離は非常に大きく、ＦＡＭＩＣのみ取り残されている状況で

ございます。 

 役員の報酬については、総務省通知に基づく情報公開ということで、各独立行政法人は

ホームページに公開してございます。ＦＡＭＩＣとして、役員の報酬の基本的な考え方や

妥当性についてのコメントはされていますが、その検証は不十分であるという認識で監査

報告に載せさせていただきました。 

 簡単ではございますけれども、私からの報告は以上でございます。ありがとうございま

した。 

○髙畠総務課課長補佐 ありがとうございました。 

 引き続きまして、議題２に関する事項でございます。 

 ＦＡＭＩＣにつきましては、農林水産省が定める期間、それを主務省令期間と申します

けれども、その期間ごとに業務運営の効率化というものを評価することが法律上定められ

ております。農林水産省が定める主務省令期間は５年となっておりまして、令和２年から

６年度までがその５年となっておりましたので、ちょうど昨年度、その主務省令期間が終

わりましたので、令和６年度の業務実績評価に合わせて、効率化に関する評価についても

実施することとしております。その主務省令期間における業務運営の効率化に関する事項、

こちらについても、まずＦＡＭＩＣの方から自己評価を説明していただき、その後、農林

水産省の方から評価案を説明したいと考えております。その後、今まで御説明した分をま

とめて委員の皆様からの御意見等を賜りたいと思っております。 

 それでは、まずＦＡＭＩＣから主務省令期間における業務運営の効率化に関する事項の

実施状況等について、自己評価の説明をお願いいたします。 

○本澤総務部長 それでは、総務部、本澤からかいつまんで説明をさせていただきます。

資料２「独立行政法人農林水産消費安全技術センターの主務省令期間（令和２年度～６年

度）における年度目標に定める『業務運営の効率化に関する事項』の実施状況等に関する

評価書（案）」を御覧ください。ページは中央の下に振られておりますので、そちらを御
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参照いただければと思います。 

 こちらの自己評価ですけれども、独立行政法人農林水産消費安全技術センター業務方法

書の規定に基づき定めました「事業計画の策定及び評価に関する規程」に基づきまして、

役員会において自己評価を行ったものでございます。 

 まず資料の４ページを御覧ください。こちらは全体の評定となっております。各項目の

評定は次の５ページにありますとおり、いずれもＢ項目でございまして、法人全体の信用

を失墜させる事象もなかったため、農林水産省の評価基準に基づき、全体の評価をＢとし

たところでございます。 

 業務運営の効率化に関しましては、理事長のリーダーシップの下、業務の進捗や予算執

行の把握に努め、創意工夫等により効率的かつ効果的に業務運営を図り、的確に業務を遂

行してきたところでございます。 

 続きまして、５ページが項目別の評定総括表でございます。各項目、いずれも５か年で

Ｂとなっております。 

 続きまして、各項目でございますが、まず６ページを御覧ください。業務運営コストの

縮減についてでございます。こちらは６ページの３のところに各事業年度の業務に係る目

標等が書かれております。各事業年度の年度目標、事業計画の詳細につきましては、21ペ

ージ以降にございます別添２を御参照いただければと思います。 

 業務運営コストの縮減でございますが、７ページの事業計画のところの１にありますと

おり、運営費交付金を充当して行う事業につきましては、前年度比で一般管理費を３％以

上、業務経費を１％以上抑制することを目標に、積極的なアウトソーシングなどによる業

務の見直し及び効率化を進めるとしていたところでございます。こちらの評定でございま

すけれども、一般管理費は各年度とも前年度比３％、業務経費は１％以上削減しておりま

すため、計画における初期の目標を満たしていると判断しまして、自己評価をＢとしたと

ころでございます。 

 続きまして、10ページ、人件費の削減等でございます。事業計画のところ、10ページか

ら11ページにまたがっておりますが、２人件費の削減等にありますとおり、給与水準につ

きましては、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」を踏まえまして、国家公務員

の給与を参酌するとともに、役職員の給与の在り方につきまして検証し、その検証結果や

取組状況をホームページにおいて公表するとともに、総人件費を前年度以下とする。ただ

し、新規・拡充業務に伴う増員分、退職金、福利厚生経費、非常勤役職員給与及び人事院
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勧告を踏まえた給与改定分は除くということを踏まえまして、実施してきたところでござ

います。 

 こちらの自己評価でございますが、給与水準につきましては、各年度とも国と同水準を

維持するとともに、各事業年度の人件費は前年度予算額以下であり、計画における初期の

目標を満たしていましたことから、自己評価はＢとしたところでございます。 

 続きまして、12ページ、調達等合理化の取組でございます。こちらは事業計画にありま

すとおり、法人の効率的な運営に資するため、人材、施設及び経費の活用におきまして、

各職員が自身の業務を点検し、常に業務改善の意識を持って創意工夫に努め、効果的かつ

効率的に業務に取り組むものとするとしてきたところでございます。 

 14ページ（２）にありますとおり一般競争入札につきましては、幅広く周知し、仕様書

の見直しや公告期間を十分確保するなどの改善に不断に取り組み、一層の競争性が確保さ

れるように努めるとしてきたところでございまして、こちらの評定でございますが、計画

のとおり、調達等合理化計画に基づく一社応札・応募の改善に取り組みました結果、令和

２年度から令和４年度までは一社応札・応募割合が過去３年間の平均値以下となったとこ

ろでございます。また、令和５年度から令和６年度にかけましては、16ページにあります

その他参考情報に示す基準に該当せず、改善の余地がある契約が減少したところでござい

ます。こちら、令和５年度は８件でありましたところ、令和６年度は２件まで減少したと

ころでございます。このことから、一社応札・応募の状況は改善しており、一般競争入札

について、一層の競争性が確保されていると判断しまして、自己評価をＢとしたところで

ございます。 

 続きまして、15ページ、同じく事業計画の（３）随意契約につきましては、「独立行政

法人改革等に関する基本的な方針」、「独立行政法人の随意契約に係る事務について」に

基づきまして、随意契約によることができる事由を明確化し、公正性・透明性を確保しつ

つ、合理的な調達を実施するとしてきたところでございます。 

 こちらの評価でございますが、計画のとおり調達等合理化計画に基づく随意契約におけ

る事由の明確化等に適切に取り組んでおりまして、目標の水準を満たしていると判断し、

自己評価をＢとしたところでございます。 

 続きまして、その下、（４）契約につきましては、監事及び外部有識者によって構成さ

れる契約監視委員会において、公平性等が確保されているかの点検・見直しを行うとして

きたところでございます。 
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 こちらの評価でございますが、契約監視委員会の点検結果、フォローアップ内容を踏ま

えまして、調達合理化を着実に推進しており、目標の水準を満たしていると判断しまして、

自己評価をＢとしたところでございます。 

 続きまして、17ページ、情報システムの整備及び管理でございます。18、19ページにま

たがっておりますが、デジタル庁が策定しました「情報システムの整備及び管理の基本的

な方針」に則りまして、情報システムの適切な整備及び管理を行うとともに、情報システ

ムの整備及び管理を行うＰＪＭＯを支援するため、ＰＭＯの設置等の体制整備の検討をす

ると令和４年度はしていたところでございます。また、令和５年度以降はＰＭＯを適切に

運用し、必要に応じ運用体制の見直しを行うとしていたところでございます。 

 こちらの評価でございますが、情報システムの整備及び管理を行うＰＪＭＯを支援する

ため、ＰＭＯの設置等、組織再編を行いまして、専門性を確保するための体制を構築した

ことから、目標の水準を満たしていると判断しまして、自己評価をＢとしたところでござ

います。 

 最後が19ページ、こちらは令和４年度限りでございましたが、文書管理システムの整備

に当たっては、投資対効果を精査の上、クラウドサービスの活用を検討するとしていたと

ころでございます。 

 こちらの評価でございますが、投資対効果を精査の上、所要の情報システムの整備を図

ったため、目標の水準を満たしていること、また、ＦＡＭＩＣシステムのクラウドの活用

が推進されており、こちらにつきましても目標の水準を満たしていることから、いずれも

自己評価をＢとさせていただいたところでございます。 

 簡単ではございますが、業務運営の効率化に関する事項の実施状況及び自己評価につき

ましては、以上でございます。 

○髙畠総務課課長補佐 ありがとうございました。 

 それでは、次に、農林水産省の方から令和６年度の業務実績評価のうち、第２の業務運

営の効率化に関する事項と第３の財務内容の改善に関する事項、第４のその他の事項の中

項目の農林水産省の評価案、それと加えまして、主務省令期間における業務運営の効率化

に関する事項の実施状況についての農林水産省としての評価案を参考11の方の資料を基に、

まとめて御説明させていただきたいと思います。 

 まず、参考11の評価案一覧の６ページ目の通し番号の118番から御説明する内容になり

ます。119番の業務運営コストの削減、それから、122番の人件費の削減等につきましては、
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自己評価、大臣評価共にＢとさせていただいております。 

 次の124番の常勤職員数の削減等につきましては、この項目は令和10年度における達成

状況を評価することとなっておりますので、令和６年度は評価せずとなっております。 

 次の126番の調達等合理化の取組と130番の情報システム整備及び管理につきましては、

自己評価、大臣評価共にＢとさせていただいております。 

 続きまして、132番以降は財務内容の改善に関する事項でございます。133番の保有財産

の見直しにつきましては、大臣評価、自己評価共にＢでございます。次の135番の自己収

入の確保につきましては、自己収入の倍増に向けた体制整備をしたということで、大臣評

価も自己評価と同じようにＡとさせていただいております。次の137番の予算、収支計画、

資金計画につきましては、自己評価、大臣評価共にＢとさせていただいております。次の

140番の短期借入金の限度額につきましては、実績がございませんでしたので、評価の対

象外とさせていただいております。 

 次の142番からは、その他業務運営に関する重要事項の項目でございます。143番の職員

の人事に関する計画につきましては、自己評価、大臣評価共にＢ評価でございます。 

 次の147番から155番、こちらの項目につきましては、内部統制の充実・強化に関する項

目でございまして、このうちの152番の項目、こちらの部分は法人文書の管理、情報公開、

個人情報の保護に関する対応の状況についての項目でございますけれども、先ほどもＦＡ

ＭＩＣの方から御説明がありましたとおり、２件の軽微な個人情報の漏えいがございまし

た。内容は軽微とはいいましても、やはり個人や事業者の利害に関する情報を把握してい

る法人といたしましては、しっかりとした対応が求められるということで、小項目の評価

としてはＣと評価させていただいておりますけれども、内部統制の充実・強化という全体

の中項目といたしましてはＢが多く占めておりますので、積み上げによる中項目の評価は

Ｂとさせていただいております。 

 それから、156番の業務運営の改善につきましては、理事長を中心に業務の実態の把握

に取り組んだことによって、効率的・効果的な業務運営の実現に大きく前進したというこ

とで、大臣評価も自己評価と同じようにＡとさせていただいております。 

 158番の情報セキュリティ対策の推進、161番の施設及び設備に関する計画、163番の積

立金の処分に関する事項は、いずれもＢ評価とさせていただいております。 

 ６年度評価は以上で、続きまして、令和２年度から令和６年度における業務運営の効率

化に関する事項の実施状況につきまして、農林水産省としての評価案を御説明させていた
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だきます。この部分も引き続き参考11の９ページを基に御説明させていただきますけれど

も、令和２年度から令和６年度、それぞれの年度の評価につきましては、資料２の効率化

に関する評価書がございまして、こちらの５ページの方にその部分の記載がございますの

で、併せて御覧いただければと思います。 

 この中項目の評価といたしましては、３番、６番、８番、12番の中項目がございまして、

いずれも業務の効率化に積極的に取り組んでいるということで、自己評価、大臣評価共に

Ｂとさせていただいておりまして、それを全体的に見ますと、Ｂが四つということでござ

いますので、この５年間の取組の全体に関する評価につきましては、全体がＢとすること

が妥当というふうに考えております。 

 農林水産省の評価案は以上でございます。 

 続きまして、ただいま御説明しました項目に関しまして、事前に頂いた御質問、こちら

につきまして、ＦＡＭＩＣまたは私の方から回答させていただきたいと思います。 

 当日配布資料２の４ページ目の13から16番につきましては、ＦＡＭＩＣの方から回答を

お願いしたいと思います。 

○田熊企画調整部長 ＦＡＭＩＣ企画調整部長の田熊でございます。 

 13番、「一般管理費の削減」について、３％についての御質問を頂いております。ＦＡ

ＭＩＣの創設以降、毎年度運営費交付金、これは運営費交付金の算定ルールというのがあ

りまして、独立行政法人はほぼ同じものが適用されていますが、これに基づいて対前年

３％削減ということでございます。 

 御質問にもありますように、対象外となる経費ですけれども、本部を含めまして６事業

所、これは自前のビルなどを除くところですけれども、合同庁舎の管理経費というのが除

外の中身になります。こうしたところを引いていきまして、令和６年度は700万円削減と

いうことで、具体の細かい額は資料１の70ページに経年でありますので、御覧いただきた

いと思いますが、一応簡単に６年度で丸めた数字ですけれども、御説明を申し上げますと、

前年度、５年度の一般管理費が6.3億円という数字がございます。これに前年度の除外経

費として、今申しました合同庁舎の管理経費が3.1億円あります。ＬＥＤの照明について

の工事というのが令和５年度にはありましたので、これが0.8億円ということで、合わせ

て3.9億円が除外経費というふうになっております。6.3億から3.9億を引きますと2.4億と

いうことで、これが３％に係る金額ということで、丸めておりますので、ぴったりいきま

せんけれども、2.4億の３％というのが720万円になりますが、実際の削減額713万6,000円



 - 39 -

ということになりますので、大体そのような形の数字になりまして、計算としてはそのよ

うになるということでございます。 

 それから、今度は「自己収入の確保」についての御質問でございます。14番になります。

寄附金についてですけれども、過去５年間及び６年度においても寄附金の収入実績という

のはございません。仮にあった場合については、臨時に発生する自己収入ということにな

りますので、額が予見できないということから、予算要求というところで例えば来年度幾

らになりますというのが計上できませんので、運営費交付金から減額されない取扱いと伺

っておるところでございます。 

 続きまして、池田委員の御質問、それから西田委員の御意見ということで、自己収入の

増額の体制整備を進めているがということで、有料化すべきでないところもあるのでない

かという御指摘だと思います。貴重な御意見かと思っております。まず私ども、行政執行

法人ということで、国と一体となって業務を実施いたしますので、実際に自己収入化する

というところについては、農林水産省とも相談しながら、国の事務に差し支えないように

慎重に検討するというふうな立場かと思います。 

 それから、あわせて、今後あらゆる事業で課金するのか、あるいは仕分をどうするのか

というふうな御質問だと思います。このところについては、農林水産省からの指示に基づ

いて行う立入検査とか、それから、農林水産省からの要請に基づいて行う調査分析につい

ては、運営費交付金が措置されていますので、手数料の徴収等は行わないという扱いかと

思います。 

 一方で、民間からの御依頼というところでの業務については、これはほかの分野でもあ

ることですが、受益者負担の観点から有償化について検討するという形になろうかと思い

ます。そこの部分について、受益者がいるのに国費を投入すべきか否かというような視点

とお考えいただければと思います。 

 続きまして、「内部統制の充実・強化」ということで、特に情報漏えい事案の点につい

て御指摘を頂いている部分です。小川委員からの御質問で具体的にどういう内容だったの

でしょうかということでございます。さいたま本部での取扱いではありますけれども、事

案の概要については御説明をいたしましたとおりですので、原因とかあった事柄について

御説明申し上げていきたいと思いますが、Ａ社に送るべきところにＢ社のものが含まれた

形ということですが、複数の申請に係るファイルを同一のローカルフォルダに置いてあっ

たということと、それから、ＰＤＦファイルを送る際に２ページ目以降を確認していなか
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ったということ、それから、正式な施行文書と違って、少しサービス的な事柄であったた

めに、照合のステップというのが、私ども、正式文書については複数人で照合するとかそ

ういうことを行っていますが、こういったステップがなかったということです。このよう

な、作業自体も課の中であってリスクがあるというところを認識できていなかったという

点がありましたので、起こったのかなというふうに思います。 

 再発防止策についても先ほど評価書の方で御説明させていただいたところですので、割

愛させていただきます。 

 それから、同じ部分で松井委員から頂いている御意見ですね。バッグの紛失について、

ＰＣが含まれておりましたので、グループウェアなどのクラウド管理を活用するのはどう

かという御意見でございます。基本的におっしゃっていただいているように、端末に情報

を保存しないということが重要だというところでの御指摘かと思います。一つの方法とし

て、クラウド上のストレージに保存するということが解決策として一つ有用な部分かなと

いうふうに思いますが、現状、ランニングコストが多額であるということで、もう一方、

クラウドに置くということは、設定を誤ったときに全てのファイルが公開状態になってい

くということもあり得るので、その導入について様々な視点から慎重に検討させていただ

いているところでございます。 

 それから、「業務運営の改善」というところで西田委員から御意見を頂いているところ

です。組織改編などによりまして、個々の職員の士気が下がったり負担が増えたりするこ

とがないようにということで、これもまた貴重な御意見かと思っております。職員のモチ

ベーションの維持、向上というのが正におっしゃっていただいたとおり、組織の生命線と

考えておりますので、職員の負担が増えないとかそういったところも注視しながら、業務

の効率化というところで考えてまいりたいと思っております。 

 ＦＡＭＩＣ関係では、以上を御回答として御説明申し上げます。 

○髙畠総務課課長補佐 ありがとうございました。 

 続きまして、17番の方の回答を私の方からさせていただきたいと思います。 

 17番は小川委員からの御意見でして、資料１の評価書案の５ページにありますけれども、

項目別調査ナンバーの横、この部分に資料のページを入れていただけないかというお話で

ございました。この部分は御意見のとおり、この部分にページ番号を入れることで、この

ページ自体が目次の役目になりますので、入れることで評価書の見やすさであるとか検索

のしやすさが向上すると思いますので、今後、備考欄に該当するページを記載したいと考
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えております。 

 続きまして、18番のところで御意見を頂いております。松井委員の方から、全ての評価

は妥当であり、異議はございませんという御意見、西田委員の方からは、他の機関では代

替できない、その上で間違えることができない対応で、多忙な業務に組織的に対応され、

効率的に業務を遂行していることに敬意を表しますとも御意見を頂いておりますので、御

紹介をさせていただきます。 

 以上、事前意見に対する回答でしたけれども、全体の報告につきまして、追加の御意見

等がございましたら、お願いいたします。 

○池田委員 池田です。 

 業務経費について、一般管理費の削減について質問したのですけれども、内容が分かっ

たので、ありがとうございました。 

 2.4億円しかないところを３％削減していくというのは、随分大変だなというのが実感

としてあるので、今後は別で、評価、削減と言いつつも、かなり難しそうな気持ちがする

ので、何か別の指標を考えてみたらどうかなと思いました。あと、評価資料の中でも水道

光熱費のような削減で、電気代の削減に向けて皆さんが全法人の活動として頑張って使用

量を削減しようというところで、こういう経費を削減しようとしている動きが見えたので、

そういうところも考慮したらどうかなと思いました。金額で見るとなかなか難しいと思う

ので、一応意見として言っておくだけです。 

○髙畠総務課課長補佐 ありがとうございました。 

 ＦＡＭＩＣの方から何かございますか。 

○田熊企画調整部長 御指摘ありがとうございます。一般管理費３％については、そうい

うふうな決まりがあるので、これを満たすべく節約をしながら進めているという部分もあ

って、そういった記載にしているというところもありますが、正におっしゃっていただい

ていますとおり、光熱費の高騰があった施設には、全職員で取り組んで、これを削減して

いったというふうな、実際の行動と削減の金額といったところが業務の実際の動きとして

ありましたので、こういったところは当該年度の評価書、それから、２から６という今期

の５か年間の期間には記載を入れさせていただいたところでございます。御指摘ありがと

うございます。 

○髙畠総務課課長補佐 ありがとうございます。 

 このほか御意見等ございますでしょうか。 



 - 42 -

 松井委員、お願いします。 

○松井委員 最後の業務運営の改善ということで、木内理事長、ワントップで非常に大変

な業務だと思うのですが、大学も同じような形で、例えば我々の大学でいきますと、総長

がトップで全てマネジメントを含めてやっていくのですが、あわせてアメリカ等、北米関

係でいくと、プロボスト化でいわゆるナンバーツーじゃないですけれども、組織内をどう

組み立てていくか、あるいは意見等も含めて、研究も含めて、プロボストにまず意見を上

げて、そして、そこで一度練った上でトップに持っていく。何が言いたいかというと、ト

ップの方は外を見て、プロボストは中を見るというか、その辺で業務というか、ここでい

えば業務運営の改善、そういったところに向けていくという流れもあるのかなと思います。

理事長が結局、外を見て、中も見てというのはなかなか大変なので、そういった内部的な

ところの吸い上げも含めて、組織も、先ほどプロボストの話をしましたけれども、その辺

も見ていただいて、そういったものが効率化に向けていい方向に行くのか、途中ありまし

たけれども、内部の方々の士気が上がるような運営もあるのかなという気もしました。す

みません。これは全然、もともとの業務体制に対しての文句ではなくて、将来的なところ

の側面ということでございます。 

○木内理事長 ありがとうございます。おっしゃるとおりで、自分もトップのリーダーシ

ップという言葉がいろんなところで出て、やらなければいけないというところがあるので

すけれども、現実はどうしても守りに入ってしまうというんですか、例えば目標で財務省

から自己収入を増やし、人件費を減らしてできるだけ効率的にやりなさいと、余り税金を

かけずに自分たちで立っていけるような組織にしていきなさいという話があると、どうし

ても組織内での対応に精いっぱいで、今、松井委員がおっしゃったような、外を見るとい

うんですかね、ほかのところはどういうことをやっているんだろうかとか、そちらの方へ

の力を振り向けることが余りなかったなと自分では反省しております。 

 今おっしゃった御意見、いろんな例も含めて、外に向けて、いろんな関係も強化しなが

らやっていくということも心がけていきたいと思います。ありがとうございました。 

○髙畠総務課課長補佐 ありがとうございました。 

 このほか御意見等ございますでしょうか。 

 それでは、ないようでしたら、最後にＦＡＭＩＣの令和６年度の業務実績及び主務省令

期間の効率化に関する評価につきまして、農林水産省としての総合評定の結果について御

説明させていただきたいと思います。 
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 こちらについては、望月総務課長からお願いいたします。 

○望月総務課長 それでは、令和６年度の総合評定というところでございます。資料１の

４ページ目と５ページ目を御覧いただければと思います。４ページ目、５ページ目、ここ

が総合評定の欄になっております。特に５ページ目を見ていただきたいと思うのですが、

５ページ目に全体をまとめた表がございます。左側の方は正に国民に対して提供するサー

ビス、その他の業務の質の向上に関する事項ということで今まで議論していただきました。

令和６年度については、Ａが３項目、Ｂが４項目という評価に中項目としてはなっている

ということです。また、右側、業務運営の効率化に関する事項ということでございまして、

こちらのものにつきましても、Ａが２項目、Ｂが11項目という形で今まで議論を頂いてき

たということでございます。これは全体に整理して、決められた計算式で計算すると、全

体としては、４ページ目にありますとおり、評価Ｂという形になりますので、総合評定に

ついてはＢと評価することが適当というふうに考えております。 

 また、資料２の方に主務省令期間ということで５年間における効率化に関する事項の評

価というのがこちらにも同様に記載されております。これは先ほど髙畠から説明させてい

ただきましたとおり、四つの中項目の評価が全てＢという評価になっておりますので、こ

れも総合評定についてはＢと評価することが適当というふうに考えております。 

 以上でございます。 

○髙畠総務課課長補佐 ありがとうございました。 

 この総合評定につきまして、委員の皆様から御意見等がございましたら、お願いいたし

ます。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、全体を通しまして一通り御意見を頂きまして、ありがとうございました。 

 それでは、最後に、ＦＡＭＩＣ理事長の方から皆様の御意見等を踏まえた挨拶を頂きま

して、閉会にさせていただきたいと思います。 

 木内理事長、よろしくお願いします。 

○木内理事長 今日は長時間ありがとうございました。 

 本当に膨大な資料で、専門的な言葉とか略語とかが飛び交って、委員の先生方にはスト

レスだったかと思いますけれども、貴重な御意見、御質問を頂きありがとうございました。 

 特に今年は５年に一度の効率化にかかる評価も入りましたので、詰め込みが多かったか

と思います。 
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 今日頂いた御意見ですが、最後に松井委員から頂いたプロボストの話についても、反省

するところがありまして、守りに入っちゃいけないと思っているところであります。また、

小川委員から頂きました、職員にストレスのない、モチベーションにつながる、そういっ

た職場の雰囲気というのを作らなきゃいけないと改めて考えております。 

 先ほども申し上げましたけれども、理事長のリーダーシップ、これは当たり前ですけれ

ども、組織を動かしたり支えているのは職員ですから、職員がどれだけモチベーション、

組織に対するエンゲージメント、ＦＡＭＩＣに対する愛着というのが湧くかどうか、これ

がやっぱり大事かなと思って心がけております。 

 例えば今日、唯一Ｃ評価の情報漏えいの件については、あってはならないということで

常に職員に繰り返し注意喚起とか手順の確認とかしてもらっているのですけれども、ただ

厳しくやればいいのかどうか。逆に風通し良い職場で、何かヒューマンエラーが起こった

ときにぱっとみんなに共有して、その後の対処をきちんとやれる、そういう雰囲気づくり

といいますか、心理的安全性、そういったところもしっかりと維持していかなければいけ

ないなというふうに思っております。 

 今日の委員の先生方の、ＦＡＭＩＣをいろいろと応援してくださる言葉を聞きながら、

ＦＡＭＩＣの認知度をさらに高めて世の中に貢献することが求められていると感じました。

事業者の方がいろんな事業をする上で、気を付けなければならないこと、それが科学的に

裏打ちされたＦＡＭＩＣから発信される情報を基に認識していただけるようになれば、世

の中にさらに役に立つのかなと思って聞いておりました。 

 本日は本当に長時間ありがとうございました。これからもしっかりとやっていきたいと

思います。 

○髙畠総務課課長補佐 木内理事長、ありがとうございました。 

 それでは、今回の会議では、評価書につきましては、案として提示させていただいたと

ころですけれども、皆様の御意見等を踏まえまして、一部追記等させてもらうところがご

ざいますので、その点は御了承いただきたいと思います。 

 以上、本日の予定は全て終了いたしましたけれども、本日の議事録につきましては、出

来上がり次第、皆様に御確認を頂いた上で、農林水産省のホームページに掲示させていた

だきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 

 それでは、以上をもちまして、農林水産省独立行政法人評価有識者会議農林水産消費安

全技術センター部会を閉会させていただきたいと思います。 
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 委員の皆様方におかれましては、長時間にわたり貴重な御意見を頂きまして、ありがと

うございました。 

午後４時０６分 閉会 


